
 

船舶インシデント調査報告書 

令和４年１１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 令和４年４月１２日 １０時４６分ごろ 

発生場所 香川県高松市高松港 

高松港玉
たま

藻
も

防波堤灯台から真方位０１４°５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２１.９′ 東経１３４°０３.２′） 

インシデントの概要 旅客フェリー第一こくさい丸は、入港操船中、船体が傾斜して運航

が阻害された。 

インシデント調査の経過 令和４年５月２４日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客フェリー 第一こくさい丸、６９６トン 

１４０５５４、国際両備フェリー株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約５～６m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５～０.７ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

インシデントの経過 

 

本船は、船長ほか５人が乗り組み、売店職員２人及び旅客３８人を

乗せ、車両９台を搭載し、香川県小豆島町池田港を出港し、高松港灯

浮標付近で、左回頭して高松港公共埠頭フェリー岸壁（以下「本件フ

ェリー岸壁」という。）に向けた際、右傾斜（２°～３°）した船体

が元に戻らなくなった。 

船長は、主機を中立運転として本船の状況を確認したところ、車両

甲板右舷船首側に多量の海水が浸入し、右舷船首側にある２か所の排

水口（内径約６０mm）からの排水が追いつかず、車両甲板内に滞留

（右舷舷側端部の最大深さ約３５cm）していることが分かり、一等航

海士に指示して右舷側の船外出口ドアを開放させて滞留した海水を船

外に排出させた。 

本船は、船体傾斜が元の状態に戻り、異常が認められなかったの

で、予定時刻より約８分遅れで本件フェリー岸壁に着岸した。 

本船は、本インシデント後、船首ランプウェイを調査したところ、

船首ランプウェイ右舷側下端部のゴム製波抑えパッキンに経年劣化に

よる脱落（長さ約２０cm～３０cm、幅約５cm の脱落部が３～４か所）

及び隙間（長さ約１ｍ、幅約１.５cm）を生じていることが分かり、

修理された。 

本船は、令和４年３月中旬ごろ車両甲板右舷船首部に海水の浸入跡

が認められたので、４月下旬の定期検査時に船首ランプウェイ下端部



 

のゴム製波抑えパッキンの点検、修理等を行う予定であった。 

本船は、平成１９年５月進水時から船首ランプウェイ下端部のゴム

製波抑えパッキンが交換されておらず、定期検査時の漏水検査では漏

水が認められていなかった。 

船長は、出航後、本件フェリー岸壁と船首ランプウェイとの高さ調

整の目的で、フォアピークタンク及び１番バラストタンクに張水し、

船首ランプウェイ下端部の海面高さを約１ｍとしていたので、船体が

左回頭時に右舷傾斜し、船首ランプウェイ右舷側下端部が波切りで高

まった海水の中に没した際、海水が車両甲板内に浸入したと、本イン

シデント後に思った。 

分析 本船は、令和４年３月中旬ごろ車両甲板右舷船首部に海水の浸入跡

が認められていた中、バラストタンク等に張水して船首ランプウェイ

下端部の海面高さが約１ｍとなった状態で、入港操船中、船体が左回

頭時に右舷傾斜し、船首ランプウェイ右舷側下端部が波切りで高まっ

た海水の中に没した際、同下端部のゴム製波抑えパッキンに経年劣化

による脱落及び隙間を生じていたことから、海水が車両甲板内に浸入

して滞留し、右舷傾斜したままの状態となり、運航が阻害されたもの

と考えられる。 

 車両甲板内に浸入した海水は、排水口からの排水が追いつかないほ

ど多量であったことから、滞留したものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、令和４年３月中旬ごろ車両甲板右舷船

首部に海水の浸入跡が認められていた中、バラストタンク等に張水し

て船首ランプウェイ下端部の海面高さが約１ｍとなった状態で、入港

操船中、船体が左回頭時に右舷傾斜し、船首ランプウェイ右舷側下端

部が波切りで高まった海水の中に没した際、同下端部のゴム製波抑え

パッキンに経年劣化による脱落及び隙間を生じていたため、海水が車

両甲板内に浸入して滞留し、右舷傾斜したままの状態になったことに

より発生したものと考えられる。 

再発防止策 本船の船舶所有者は、本インシデント後、乗組員に対し、船首ラン

プウェイ下端部のゴム製波抑えパッキンの点検を定期的に行うととも

に、高松港灯浮標付近を通過するまでは、船首ランプウェイ下端部が

海中に没しないようにバラストを調整し、同灯浮標通過後、最終的な

本件フェリー岸壁とのバラスト調整を行うよう指示した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者及び船長は、日頃海水の浸入がない場所で海水の浸入

跡を認めた際には、速やかに海水の浸入経路を調査し、必要に応

じて修理等を行うこと。 

 


